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インドネシア租税条約の実施に関す
る最新動向

2025年12月31日、財務大臣は、インドネシア租税条約の実施手続きを更新するため、

PMK-112 1を公布しました。

PMK-112 は、これまで国税総局（Directorat General of Taxes、以下「DGT」）規則第25

号2 「外国納税者（Wajib Pajak Luar Negeri）による租税条約の適用手続き」および第

28号3 「国内納税者（Wajib Pajak Dalam Negeri）による租税条約の適用手続き」に規

定されていた内容を組み込んでいます。PER-25 については TaxFlash No. 13/2018、

PER-28 についてはTaxFlash No. 01/2019をご参照ください。

PMK-112 における主な変更点は以下の通りです。

国内納税者による租税条約適用手続き

PMK-112 の規定の大部分はPER-28 を踏襲していますが、以下の点が更新されてい

ます。

• 国内納税者向けの居住者証明書（Certificate of Domicile、CoD）のフォームについ

て、取引相手の名称および納税者番号の記載が不要に。

• 特別フォーム（Formulir Khusus：租税条約相手国の税務当局が、インドネシア国内

納税者のステータス確認のために発行する書式）に対する認証または却下通知の

発行のスケジュールが、完全な申請書類の受領後「5 営業日以内」から「10 暦日以

内」へと変更。
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外国納税者による租税条約の適用手続き

1. 事務手続き

PMK-112の規定の大部分はPER-25と同様ですが、以下の点が更新されています。

a) 外国納税者の居住者証明書に有効期間の記載がない場合、その証明書は発

行月については有効とみなされます。

b) DGT フォームを最初に受領した源泉徴収義務者／徴収者は、同フォームの記

載内容の完全性に加えて、外国納税者が租税条約の恩典を享受する資格を有

するかどうかを確認しなければならなくなりました。すなわち、外国納税者がイン

ドネシアの税務上の居住者（税務上の納税義務者）でないこと、租税条約締結

国の居住者であること、租税条約の濫用を行っていないことを確認する必要が

あります。要件を満たさない場合は、所得税法に従って源泉徴収・徴収を行わな

ければならなりません。

c) DGTフォームが改訂され、従来は配当・利子・ロイヤルティの受領者のみが記

載していたパートVI 受益者テスト（Beneficial Owner Test）が削除されました。

これに代わり、同テストの内容はパートVに統合され、インドネシアから所得を得

るすべての法人が記載する必要がある項目となりました（配当・利子・ロイヤル

ティに限定されない）。また、PER-25 に記載されていた「租税条約恩典を享受す

るための受益者テスト回答の指定」は PMK-112では削除されています。

d) PMK-112は、外国納税者が租税条約の恩典を享受する資格を有する場合、

DGTフォームを税務調査、異議申立て、または更正決定通知書の減額・取消請

求の手続中に提出したとしても、租税条約の恩典を適用できることを明確に示し

ています。

2. 条約濫用防止

外国納税者は、租税条約の濫用を行わない限り、租税条約上の恩典を享受すること

ができます。PMK-112では、租税条約濫用を、租税条約の趣旨および目的に反して、

外国納税者が所得税の支払を軽減・回避・繰延する一切の行為と定義しています。

さらに本規則では、租税条約の「趣旨および目的」を、租税回避や租税逃れを通じた

課税逃れが生じる機会を作り出すことなく、二重課税を排除することとしています。こ

れには、第三国の納税者による租税条約の不適切な利用も含まれます。これらの定

義は、租税条約濫用防止を目的とする OECD多国間協定（MLI）第 6 条および最新

のOECDモデル租税条約の前文の規定を採用したものです。

DGTは、租税条約に同様の規定が存在しない場合、租税条約の規定または所得税

法における国内の濫用防止規定に基づき、租税条約の濫用を防ぐ観点から納税者

の遵守状況を審査することができます。これらの遵守テストの結果、要件が満たされ

ていないと判断された場合には、DGTは所得税法に基づき納付すべき税額を決定し

ます。

PMK-112には、MLIに定められた濫用防止規定の一部が組み込まれています。

PMK-112の本文では、これらの濫用防止規定の適用を、関連する租税条約で規定

されている場合のみに明示的に限定していません。しかし、付録に示されている例

示からは、これらの濫用防止規定は、関連する租税条約に採用されている場合に適

用されることが示唆されています。
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PMK-112に定められている国内の反濫用規定には、以下のものが含まれます。

a) 受益者テスト

PMK-112は、所得の受領者がその所得を真に享受する者であるかを判定する

ための実質的所有者テストを定めています。これらのテストは、PER-25に規定

されていた内容と同一です。

b) 配当への低税率適用要件

PMK-112では、租税条約において持株割合に応じて配当に二つの源泉税率が

規定されている場合、より低い税率を適用できる条件が定められています。法

人形態の外国納税者が以下の要件を満たし、かつ配当所得の受益者である場

合、低い源泉税率が適用されます。

• 一定割合以上の株式を保有していること、および

• 最低365暦日の保有期間を満たしていること（配当支払日を含む）

この規定は、MLI第8条および最新のOECDモデル租税条約第10条に基づいて

います。

法人形態の外国納税者がこれらの条件を満たさない場合、納税者が所得の受

益者である限り、租税条約に規定された高い方の源泉税率が適用されます。

c) 重要な不動産を有する法人の株式譲渡に係るキャピタルゲインの課税権判定要

件

PMK-112では、以下の条件を満たす場合、インドネシアが株式または持分の譲

渡に伴うキャピタルゲインに対して課税権を有すると規定しています。

• 譲渡対象となる法人の総資産価値に占める不動産の価値が、関連する租税

条約に定められた基準割合を超えていること、および

• この基準割合が、株式または持分の譲渡日の前365暦日のいずれかの時点

で満たされていること

これらの条件を満たさない場合、キャピタルゲインに対する課税権は、当該租税

条約の規定に基づき相手締約国に帰属します。

この規定は、MLI 第9 条および最新のOECDモデル租税条約第13条の規定を

採用したものです。

d) 恒久的施設(PE)認定の人為的回避に関する規定

PMK-112は、PMK-354に規定されている PE（恒久的施設）関連の規定および

MLI の内容と類似した規定を採用しています。

PMK-112では、外国納税者が以下のいずれかに該当する場合、インドネシアに

恒久的施設を有するとみなされると規定されています。

• インドネシアにおいて事業活動に使用される恒久的な事業所を有している場

合

• 租税条約で定められた期間基準を超えて、建設、据付、組立プロジェクトを

実施している場合
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• 外国納税者に代わって、インドネシアにおける従属代理人が定期的に契約

を締結している場合、または定期的に契約を締結していない場合であっても、

外国納税者に代わって定期的に商品の引渡しを行っている場合

• 外国納税者に代わってインドネシアで保険契約の保険料を受領したり、リス

クを引き受けている保険代理人または従業員がいる場合

• その活動が、単なる準備的または補助的機能の範囲を超えている場合

PMK-112では、恒久的施設ステータスの人為的な回避を防止するため、以下の

濫用防止規定が設けられています。

a. 委託販売取引 – MLI第12条を採用

この規定では、外国納税者の従属代理人が契約締結において主要な役割

を果たし、外国納税者がその契約内容を実質的に変更することなく最終化

している場合、PEが存在するとみなされます。

b. 特定活動の免除 – MLI第13条を採用

外国納税者は、活動を準備的または補助的機能に限定することにより恒久

的施設を回避することがあります。この回避防止規定では、外国納税者ま

たはその関連者がインドネシアで行う活動が、本当に準備的または補助的

機能の範囲にとどまっているか、実質的な事業活動に該当しないことを保

証するものです。

c. 契約の分割 – MLI第14条を採用

この規定では、外国納税者に係る期間テストは、外国納税者本人およびそ

の密接に関連する者のインドネシアでの滞在期間を合算して行われます。

各滞在期間が30日を超え、かつすべてのプロジェクトが同一の作業現場で

実施されている場合に、期間の合算が適用されます。

さらに、PMK-112では、密接に関連する者について、支配関係または所有割合

が50％超である者、または同一の支配下にある者を指すものと定義しています。

この定義は、特定活動免除や契約分割に関する規定を適用するために、MLI 

第15条を参考として採用されたものです。

外国納税者が恒久的施設ステータスを回避するために租税条約を濫用してい

ると国税総局が判断した場合、インドネシア税法に基づき、みなし恒久的施設に

対して国税総局が職権で納税者番号（Nomor Pokok Wajib Pajak、NPWP）を

付与することができます。

e) 恩典の制限

この濫用防止規定は、租税条約の恩典を受ける適格性が、当該租税条約に規

定された基準に基づいて判断される、と規定されており、これには以下が含まれ

る場合があります。

• 租税条約相手国の居住者である個人

• 租税条約相手国の居住者である個人が50％超の株式を保有している法人

• その所得の50％超が、租税条約に特定されていない第三者に対する義務

履行に使用されていない法人

• 株式の50％超が、租税条約に明示された証券取引所で定期的に取引され

ている法人

4. 財務大臣規則2019年第35号（PMK-35） 2019年4月1日公布・発効
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f) 主要目的テスト（PPT）

主要目的テストは、取引または取決め（契約、覚書、スキーム、単一または一連

の取引を含む）の主要な目的、または主要な目的の一つが、租税条約上の恩典

を直接または間接的に享受することにある場合、その恩典を付与しないことを確

保するための規定です。この規定は、MLI第7条および最新のOECDモデル租

税条約第29条を採用したものです。

主要目的テストは、他の濫用防止規定が適用できない場合、または租税条約の

恩典を享受することを目的とした取決めにより恩典が得られている疑いがある

場合に適用されます。

PMK-112では、主要目的テストの適用にあたり、以下の事項を分析することとさ

れています。

• 取引の構造および基礎となる契約内容

• 法的形式と経済的実質の比較

• 取引の時期および期間

• 関係当事者、その関係性、および取引における権利義務

• 租税条約上の恩典および取引から生じるその他の利益

• その他関係する事実および状況
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